
認 定  書

国 住 指 第 219T号

平成 14年 5月 17回

社圏法人石膏ボードエ業会

会長 須 藤永一部 様

国土交通大臣  林  寛

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68条の 26第 1項 (同

法第 88条第 1項において準用する場合を含む。)の 規定に基づき、岡法施行令

第 1条第五号 (準不燃材料)の 規定に適合するものであることを認める。

1.認 定番号

QM…9822

2 認 定をした構造方法又は建築材料の名称

イヒ統せつこう吸音ボード

3 認 定をした構造方法又は建築材料の内容
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主たる用途  天 丼

試験機関名  建 設lJ牽架1所究所

製品の形状 寸法等
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(十 付 帯条件

1 1 1    1 ン

7  注 意事項

|ち該認たキにおい て、「処柴よ+法 の 一部を改 |:する法 l・J(可=成10年 法llr第10(), )に |る故 i:

前の建築米4法 の規定に よるrt設大にの語定イ:様がある場合は、平成 14年 6月 1日以降は 「建架基

ll法の一j41rを改正する法律J(平成 10年 法律第 100号 )に ユニる改正後の/rp架基4t法のtlt定による当

該認定イ|:様に係る 」十交llh人|■の認定仕様を用いる|、のとする。
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